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規

則

〇
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
人　

事　

課
）　

　

一

 
規

則

　

行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
四
号

　
　
　

行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
中
「
課
を
」
を
「
課
室
を
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
の
表
保
健
福
祉
部
の
項
中
「
保
健
福
祉
総
務
課
」
の
下
に
「
、
震
災
援
護
室
」
を
加
え
、
同
表
土
木
部
の
項

中
「
都
市
計
画
課
」
の
下
に
「
、
復
興
ま
ち
づ
く
り
推
進
室
」
を
加
え
る
。

　

第
十
条
第
二
項
中
「
会
計
課
」
の
下
に
「
、
会
計
指
導
検
査
室
」
を
加
え
る
。

　

第
十
四
条
保
健
福
祉
総
務
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と

し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

震
災
援
護
室

　
　

災
害
救
助
及
び
災
害
弔
慰
金
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
八
条
都
市
計
画
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
十
三
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
二
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十　

被
災
市
街
地
の
整
備
改
善
に
関
す
る
こ
と
（
復
興
ま
ち
づ
く
り
推
進
室
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

　

第
十
八
条
都
市
計
画
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

八　

市
街
地
再
開
発
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
八
条
都
市
計
画
課
の
分
掌
事
務
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

復
興
ま
ち
づ
く
り
推
進
室

　
　

被
災
市
街
地
の
復
興
に
係
る
都
市
計
画
の
策
定
及
び
事
業
実
施
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
八
条
建
築
宅
地
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
九
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「（
都
市
計
画
課
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。）」
を
加
え
る
。

　

第
十
九
条
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
各
課
」
を
「
各
課
室
」
に
改
め
、
同
条
会
計
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
十
一

号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

会
計
指
導
検
査
室

　

会
計
事
務
の
指
導
及
び
研
修
並
び
に
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
の
表
土
木
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
二
十
二
条
第
一
項
の
表
建
設
交
通
局
長
の
項
及
び
都
市
住
宅
局
長
の
項
を
削
り
、
同
表
次
長
の
項
中
「
保
健
福
祉

部
長
」
を
「
、
保
健
福
祉
部
長
」
に
改
め
、「
、
土
木
部
に
あ
つ
て
は
土
木
部
長
、
建
設
交
通
局
長
又
は
都
市
住
宅
局
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第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
中
「
掲
げ
る
部
」
の
下
に
「
又
は
出
納
局
」
を
加
え
、
同
項
の
表
中
「

部

」

を
「
　

部　

局　

」
に
改
め
、
同
表
保
健
福
祉
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

保
健
福
祉
部

保
健
福
祉
総

務
課

長
寿
社
会
政

策
課

健
康
推
進
課

震
災
援
護
室

ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
室

疾
病
・
感
染
症
対
策
室

土

木

部

都
市
計
画
課

建
築
宅
地
課

復
興
ま
ち
づ
く
り
推
進
室

建
築
安
全
推
進
室

出

納

局

会

計

課

会
計
指
導
検
査
室



長
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
の
表
農
業
普
及
指
導
専
門
監
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
二
十
二
条
第
三
項
の
表
農
地
集
積
指
導
専
門
監
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
二
十
二
条
第
三
項
の
表
会
計
指
導
専
門
監
の
項
を
削
る
。

　

第
二
十
七
条
第
一
項
の
表
副
場
長
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
二
十
七
条
第
六
項
の
表
農
地
集
積
指
導
専
門
監
の
項
中
「
、
北
部
地
方
振
興
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
」
を
削
る
。

　

第
六
十
四
条
第
二
項
中
「
企
画
・
事
業
推
進
部
」
の
下
に
「
、
自
動
車
産
業
支
援
部
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
企

画
・
事
業
推
進
部
の
分
掌
事
務
の
項
第
九
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「（
自
動
車
産
業
支
援
部
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。）」
を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

自
動
車
産
業
支
援
部

　

一　

自
動
車
関
連
企
業
等
の
技
術
力
の
強
化
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

自
動
車
関
連
企
業
等
の
新
技
術
及
び
新
工
法
の
開
発
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
六
十
四
条
第
三
項
材
料
開
発
・
分
析
技
術
部
の
分
掌
事
務
の
項
第
二
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「（
自
動
車
産
業
支

援
部
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

　

第
九
十
五
条
第
五
項
中
「
前
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

５　

仙
台
土
木
事
務
所
に
総
務
部
、
道
路
部
、
河
川
部
及
び
建
築
部
を
置
き
、
各
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

　
　
　

総
務
部

　

一　

土
木
工
事
の
契
約
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

建
設
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

建
設
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

公
有
水
面
の
占
有
及
び
埋
立
に
関
す
る
こ
と
（
河
川
部
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

　

五　

河
川
等
公
共
用
地
か
ら
生
ず
る
産
物
の
採
取
に
関
す
る
こ
と
（
河
川
部
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

　

六　

国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公
共
用
財
産
（
港
湾
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

七　

道
路
、
河
川
及
び
海
岸
等
公
共
物
の
占
用
及
び
使
用
に
関
す
る
こ
と
（
道
路
部
及
び
河
川
部
の
所
管
に
属
す
る

も
の
を
除
く
。）。

八　

砂
防
指
定
地
（
砂
防
設
備
を
含
む
。）、
地
す
べ
り
防
止
区
域
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
管
理
に
関
す
る

こ
と
（
占
用
等
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。）。

　

九　

砂
利
採
取
計
画
の
認
可
に
関
す
る
こ
と
（
河
川
部
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

　

十　

屋
外
広
告
物
の
規
制
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
一　

岩
沼
海
浜
緑
地
に
関
す
る
こ
と
（
道
路
部
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

十
二　

仙
台
港
多
賀
城
緩
衝
緑
地
、
総
合
運
動
公
園
（
宮
城
ス
タ
ジ
ア
ム
、
宮
城
ス
タ
ジ
ア
ム
補
助
競
技
場
、
投
て

き
場
、
総
合
体
育
館
、
総
合
プ
ー
ル
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
及
び
合
宿
所
並
び
に
そ
の
周
辺
の
公
園
施
設
並
び
に
宮
城

県
サ
ッ
カ
ー
場
を
除
く
。）
及
び
加
瀬
沼
公
園
に
関
す
る
こ
と
（
道
路
部
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

　

十
三　

土
木
工
事
に
伴
う
用
地
の
買
収
、
登
記
及
び
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
四　

水
防
に
関
す
る
こ
と
（
ダ
ム
総
合
事
務
所
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

　

十
五　

そ
の
他
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
に
関
す
る
こ
と
（
他
部
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

　
　
　

道
路
部

　

一　

道
路
の
占
用
及
び
使
用
の
技
術
的
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

岩
沼
海
浜
緑
地
に
関
す
る
こ
と
（
工
事
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。）。

三　

仙
台
港
多
賀
城
緩
衝
緑
地
、
総
合
運
動
公
園
（
宮
城
ス
タ
ジ
ア
ム
、
宮
城
ス
タ
ジ
ア
ム
補
助
競
技
場
、
投
て
き

場
、
総
合
体
育
館
、
総
合
プ
ー
ル
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
及
び
合
宿
所
並
び
に
そ
の
周
辺
の
公
園
施
設
並
び
に
宮
城
県

サ
ッ
カ
ー
場
を
除
く
。）
及
び
加
瀬
沼
公
園
に
関
す
る
こ
と
（
工
事
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。）。

　

四　

国
県
道
の
維
持
管
理
及
び
工
事
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

都
市
計
画
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

交
通
安
全
施
設
の
工
事
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

市
町
村
国
庫
補
助
事
業
及
び
県
費
補
助
工
事
の
指
導
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
事
項
で
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

河
川
部

　

一　

公
有
水
面
の
占
有
及
び
埋
立
の
技
術
的
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

河
川
等
公
共
用
地
か
ら
生
ず
る
産
物
の
採
取
の
技
術
的
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

河
川
及
び
海
岸
の
占
用
及
び
使
用
の
技
術
的
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

四　

砂
防
指
定
地
（
砂
防
設
備
を
含
む
。）、
地
す
べ
り
防
止
区
域
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
管
理
に
関
す
る

こ
と
（
総
務
部
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。
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施
設
管
理
指

導
調
整
専
門

監

同　

上
司
の
命
を
受
け
、
土
地
改
良
施
設
の
管
理
指
導
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
を

掌
理
す
る
。

団
体
支
援
専

門
監

同　

上
司
の
命
を
受
け
、
農
業
団
体
の
運
営
に
関
す
る
助
言
に
関
す
る
事
務
を
掌
理

す
る
。

所
長
代

理

大
阪
事
務
所

上
司
の
命
を
受
け
、
地
方
機
関
の
事
務
を
整
理
し
、
所
長
を
補
佐
す

る
。



　

五　

砂
利
採
取
計
画
の
認
可
の
技
術
的
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

河
川
、
海
岸
、
砂
防
、
地
す
べ
り
防
止
及
び
急
傾
斜
地
の
崩
壊
防
止
工
事
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

ダ
ム
建
設
に
係
る
調
査
及
び
工
事
に
関
す
る
こ
と
（
ダ
ム
総
合
事
務
所
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

　

八　

河
川
、
海
岸
及
び
運
河
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　

九　

砂
防
施
設
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　

十　

気
象
及
び
水
位
の
観
測
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
一　

災
害
情
報
の
収
集
に
関
す
る
こ
と
（
ダ
ム
総
合
事
務
所
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

　

十
二　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
事
項
で
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
に
関
す
る
こ
と
。　

　
　
　

建
築
部

　

一　

都
市
計
画
制
限
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

建
築
基
準
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

浄
化
槽
の
設
置
の
規
制
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

建
築
士
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

宅
地
造
成
等
の
規
制
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
優
良
宅
地
等
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
（
特
定
建
築
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

九　

だ
れ
も
が
住
み
よ
い
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
建
築
物
に
係
る
指
導
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

十　

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
こ
と
（
建
築
物
及
び
住
宅
に
係
る
も
の
に
限
る
。）。

　

十
一　

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
の
委
託
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

市
町
村
公
営
住
宅
及
び
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
指
導
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
四　

県
有
施
設
の
営
繕
に
係
る
設
計
及
び
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
五　

県
有
施
設
の
計
画
的
な
保
全
に
係
る
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
六　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
事
項
で
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
を
推
進
す
る
た
め
の
分
掌
事
務
の
特
例
）

５　

本
庁
の
各
課
室
及
び
地
方
機
関
は
、
こ
の
規
則
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
分
掌
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
東
日
本
大

震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事

故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。）に
よ
る
被
害
を
受
け
た
地
域
の
復
興
を
推
進
す
る
た
め
の
事
務
で
当
該
分
掌
事
務
に
直
接

又
は
間
接
に
関
連
す
る
も
の
を
分
掌
す
る
も
の
と
す
る
。

　

別
表
第
二
宮
城
県
地
方
港
湾
審
議
会
の
項
中
「
重
要
港
湾
の
」
を
「
国
際
拠
点
港
湾
及
び
重
要
港
湾
の
」
に
、「
重

要
港
湾
及
び
」
を
「
国
際
拠
点
港
湾
及
び
重
要
港
湾
並
び
に
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
宮
城
県
地
方
港
湾
審
議
会
の
項
の

改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（3）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第67号　　 


